
財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）
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1回目 B

 ふ頭用地内の上屋の整備については、既存の制度として起債事業で
実施可能である。これまで当該施設の整備は、使用料収入で費用を回
収すべきとの観点から国庫補助ではなく起債事業で実施してきたとこ
ろ。
　ご提案の補助制度の創設については、必要性、緊急性、代替性、公益
性等について慎重に検討を行う必要があり、現時点での補助制度創設
は困難な状況である。

b

   6月11日の国と地方の実務者協議において、国土交通省から、今回の提案について、特区制度
において従来は全国的な展開に踏み切れない規制・制度改革を区域限定で実施することが認めら
れるというのであれば、地域独自の限定的な特別な事業制度として検討することも考えられるとの
見解をいただいたところである。
　本県としては、本提案はまさに政策課題解決に有効な先駆的な取り組みで、国内有数の造船関
連産業という地域独自の地域資源を活用した支援になると考えており、特区制度が地域限定的な
特別な制度づくりを予定しているものであるか否かについて、内閣府の見解をお伺いしたところ、
「従来は全国的な展開に踏み切れない規制・制度改革を区域限定で実施することは可能」である旨
の見解をいただき、さらに次の3つの観点を満たす必要があるとの回答を得たところである。

　　・解決すべき政策課題が明確であること
　　・当該特区で行うことで政策課題解決の実現性が高いこと
　　・単に財政支援を求めるものではなく既存の施策体系の改善に繋がるものであること

　本提案については、上記3つの観点を具備しているが、国土交通省より、本提案の補助制度の創
設には、現時点では必要性等について慎重に検討を行う必要があるとの見解が示され、提案の実
現には時間を要すると考えられることから、今後、海洋産業の競争力強化を軸とした地域活性化に
向け、国土交通省において、港湾コストの削減のための既存の予算制度の拡充など、起債事業以
外の支援の可能性について引き続き検討頂くことを条件として、了解とする。

　国土交通省から、ふ頭地内の上屋の整備については、既
存の起債事業を活用することで実現可能と回答されたとこ
ろ。しかしながら、指定自治体は港湾コストを削減するため
に、整備段階での国費による支援が必要であるとし、既存
の予算制度の拡充や利用の円滑化を求めている。このこと
を踏まえ、国土交通省においては、起債事業以外の支援
の可能性について引き続き検討を行うこととする一方、指
定自治体においても、政策課題や施策体系の改善に繋が
る提案であることの論拠を明確にした上で、双方で要望の
実現に向けて、条件等の更なる調整の協議を継続して行う
こと。

Ⅲ

2回目

1回目 Ａ 可能な限り早
期

 長崎県ご提案の「実証フィールド整備のための事前調査」を実施するこ
とにより、実証フィールドの利用が加速するのであれば、是非実施すべ
きである。このため、「同調査を実施する場合としない場合で、実証
フィールドの利用状況がどのように異なると予想されるか」についてご説
明願いたい。

a

 「実証フィールド整備のための事前調査」の実施により、実証試験実施に必要となる種々の基礎情
報が蓄積される。実証フィールド利用者はその情報の活用により実証試験の期間短縮ができ、より
具体的な実証試験計画の策定が可能となるなど、事前調査は実証試験内容の迅速化、充実化に
寄与するものである。このように、実証フィールドとしての競争力が強化されることを通じて、利用者
の更なる確保や利用率の向上が期待され、ひいては、実証フィールドの良好な稼働を通じて、開発
コストの大幅な低減、民間の参入意欲の向上、我が国の海洋産業の国際競争力強化に資するもの
である。

　内閣官房総合海洋政策本部事務局から、概算要求等とし
て引き続き検討するとの見解が示された。
実証フィールド整備のための事前調査を実施するために
は、海洋政策に関する戦略的経費の拡充が必要であるた
め、
内閣官房総合海洋政策本部事務局は、概算要求や総合特
区推進調整費の活用等による予算の獲得に向け、
指定自治体と適宜情報交換等を行い、要望の実現に向け
対応することとし協議を終了する。

Ⅱ

2回目

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討
がなされるもの　Ⅲ：要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を
検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解の相違があり、要望実現の
方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、または見解
の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行う

もの、または提案の取り下げを行うもの］

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］
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船舶建造に必要な資材貨物を蔵置することを目
的に、埠頭内に倉庫を整備するため、倉庫の整
備費用に国庫補助事業を活用する。
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県所有地に建設する倉庫の整備費
用を国庫補助事業で実施すること
で、造船企業は工場近辺に造船建
造資材を蔵置することができ、物流コ
ストの削減が可能。
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保税手続きの簡素
化等による物流コス
ト削減（倉庫の整
備）

433 地域
海洋政策に関
する戦略的経
費

内閣官房が実施予定である海洋再生可能エネ
ルギー実証フィールド整備の事前調査経費とし
て活用する（ただし、本県の海域が実証フィール
ドとして国に採択されることが前提）。内閣官房
総合海洋政策本部の「海洋政策に関する戦略
的経費」に拡充することで、本県が提案する広
大な海域について、地元や利用事業者にニー
ズに応じた調査項目の充実を図ることが可能と
なる。調査内容：実施計画策定、環境影響評価
等調査、関連法規等検討、詳細費用算定
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拡充
実施計画策定、環境影響評価等調
査、関連法規等検討、詳細費用算定
の実施
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